
○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
十
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
二
十
四
日
農
林
省
告
示
第
七
百
五
十
号
（
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
三
項
に
基
づ
き
飼
料
添
加
物
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

Administrator
テキストボックス
（別紙１）



改

正

後

改

正

前

一

（
略
）

一

（
略
）

二

Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア

二

Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア

ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
―
２
―
リ
ン
酸
エ
ス

ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
―
２
―
リ
ン
酸
エ
ス

テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
―
２
―
リ
ン
酸
エ

テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
―
２
―
リ
ン
酸
エ

ス
テ
ル
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ア
ス
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
ア
セ
ト
メ
ナ
フ
ト
ン
、
β

ス
テ
ル
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ア
ス
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
ア
セ
ト
メ
ナ
フ
ト
ン
、
β

―
ア
ポ
―

―
カ
ロ
チ
ン
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ア
ミ
ノ
酢
酸
、

―
ア
ラ

―
ア
ポ
―

―
カ
ロ
チ
ン
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ア
ミ
ノ
酢
酸
、

―
ア
ラ

８'

ＤＬ

８'

ＤＬ

ニ
ン
、
Ｌ
―
ア
ル
ギ
ニ
ン
、
イ
ノ
シ
ト
ー
ル
、
エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル

ニ
ン
、
Ｌ
―
ア
ル
ギ
ニ
ン
、
イ
ノ
シ
ト
ー
ル
、
エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル

、
塩
化
カ
リ
ウ
ム
、
塩
化
コ
リ
ン
、
塩
酸
ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン
、
塩
酸

、
塩
化
カ
リ
ウ
ム
、
塩
化
コ
リ
ン
、
塩
酸
ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン
、
塩
酸

チ
ア
ミ
ン
、
塩
酸
ピ
リ
ド
キ
シ
ン
、
塩
酸
Ｌ
―
リ
ジ
ン
、
Ｌ
―
カ
ル
ニ
チ
ン

チ
ア
ミ
ン
、
塩
酸
ピ
リ
ド
キ
シ
ン
、
塩
酸
Ｌ
―
リ
ジ
ン
、
Ｌ
―
カ
ル
ニ
チ
ン

、
β
―
カ
ロ
チ
ン
、
カ
ン
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
グ
ア
ニ
ジ
ノ
酢
酸
、
ク
エ
ン
酸

、
β
―
カ
ロ
チ
ン
、
カ
ン
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
グ
ア
ニ
ジ
ノ
酢
酸
、
ク
エ
ン
酸

鉄
、
グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
コ
ハ

鉄
、
グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
コ
ハ

ク
酸
ク
エ
ン
酸
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
酢
酸

―
α

ク
酸
ク
エ
ン
酸
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
酢
酸

―
α

dl

dl

―
ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
シ
ア
ノ
コ
バ
ラ
ミ
ン
、
硝
酸

―
ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
シ
ア
ノ
コ
バ
ラ
ミ
ン
、
硝
酸

チ
ア
ミ
ン
、
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
タ
ウ
リ
ン
、
炭
酸
亜
鉛
、
炭
酸
コ
バ

チ
ア
ミ
ン
、
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
タ
ウ
リ
ン
、
炭
酸
亜
鉛
、
炭
酸
コ
バ

ル
ト
、
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
ン
ガ
ン
、

ル
ト
、
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
ン
ガ
ン
、

２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―

２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
亜
鉛
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ

ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
亜
鉛
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ

オ
ニ
ン
銅
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
マ
ン
ガ
ン
、

オ
ニ
ン
銅
、
２
―
デ
ア
ミ
ノ
―
２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
マ
ン
ガ
ン
、

―
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
、
Ｌ
―
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
、
Ｌ
―
ト
レ
オ
ニ
ン
、

―
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
、
Ｌ
―
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
、
Ｌ
―
ト
レ
オ
ニ
ン
、

ＤＬ

ＤＬ

ＤＬ

ＤＬ

―
ト
レ
オ
ニ
ン
鉄
、
ニ
コ
チ
ン
酸
、
ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド
、
乳
酸
カ
ル
シ
ウ

―
ト
レ
オ
ニ
ン
鉄
、
ニ
コ
チ
ン
酸
、
ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド
、
乳
酸
カ
ル
シ
ウ

ム
、
パ
ラ
ア
ミ
ノ
安
息
香
酸
、
Ｌ
―
バ
リ
ン
、
Ｄ
―
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ

ム
、
パ
ラ
ア
ミ
ノ
安
息
香
酸
、
Ｌ
―
バ
リ
ン
、
Ｄ
―
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
、

―
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、

―
ビ
オ
チ
ン
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ

ウ
ム
、

―
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、

―
ビ
オ
チ
ン
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ

ＤＬ

d

ＤＬ

d

粉
末
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
油
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
粉
末
、
ビ
タ
ミ
ン

油
、
ビ
タ
ミ
ン

粉
末
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
油
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
粉
末
、
ビ
タ
ミ
ン

油
、
ビ
タ
ミ
ン

Ｄ３

Ｄ３

Ｅ
粉
末
、

―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
フ
マ
ル
酸
第
一
鉄

Ｅ
粉
末
、

―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
、
フ
マ
ル
酸
第
一
鉄
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25

、
ペ
プ
チ
ド
亜
鉛
、
ペ
プ
チ
ド
鉄
、
ペ
プ
チ
ド
銅
、
ペ
プ
チ
ド
マ
ン
ガ
ン
、

、
ペ
プ
チ
ド
亜
鉛
、
ペ
プ
チ
ド
鉄
、
ペ
プ
チ
ド
銅
、
ペ
プ
チ
ド
マ
ン
ガ
ン
、

―
メ
チ
オ
ニ
ン
、
Ｌ
―
メ
チ
オ
ニ
ン
、
メ
ナ
ジ
オ
ン
亜
硫
酸
水
素
ジ
メ
チ

―
メ
チ
オ
ニ
ン
、
メ
ナ
ジ
オ
ン
亜
硫
酸
水
素
ジ
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ノ
ー
ル

ＤＬ

ＤＬ

ル
ピ
リ
ミ
ジ
ノ
ー
ル
、
メ
ナ
ジ
オ
ン
亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
化
カ

、
メ
ナ
ジ
オ
ン
亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム
、
葉
酸
、
ヨ

リ
ウ
ム
、
葉
酸
、
ヨ
ウ
素
酸
カ
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ボ
フ

ウ
素
酸
カ
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
、
リ
ボ
フ
ラ



ラ
ビ
ン
、
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル
、
硫
酸
亜
鉛
（
乾
燥
）
、
硫
酸
亜

ビ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル
、
硫
酸
亜
鉛
（
乾
燥
）
、
硫
酸
亜
鉛
（
結
晶
）
、
硫
酸

鉛
（
結
晶
）
、
硫
酸
亜
鉛
メ
チ
オ
ニ
ン
、
硫
酸
コ
バ
ル
ト
（
乾
燥
）
、
硫
酸

亜
鉛
メ
チ
オ
ニ
ン
、
硫
酸
コ
バ
ル
ト
（
乾
燥
）
、
硫
酸
コ
バ
ル
ト
（
結
晶
）

コ
バ
ル
ト
（
結
晶
）
、
硫
酸
鉄
（
乾
燥
）
、
硫
酸
銅
（
乾
燥
）
、
硫
酸
銅
（

、
硫
酸
鉄
（
乾
燥
）
、
硫
酸
銅
（
乾
燥
）
、
硫
酸
銅
（
結
晶
）
、
硫
酸
ナ
ト

結
晶
）
、
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、

リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
結
晶
）
、
硫
酸
マ
ン
ガ
ン
、
硫
酸
Ｌ
―
リ
ジ
ン
、
リ

（
結
晶
）
、
硫
酸
マ
ン
ガ
ン
、
硫
酸
Ｌ
―
リ
ジ
ン
、
リ
ン
酸
一
水
素
カ
リ
ウ

ン
酸
一
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
リ
ン
酸
一
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）

ム
（
乾
燥
）
、
リ
ン
酸
一
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
リ
ン
酸
二
水
素
カ

、
リ
ン
酸
二
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
リ
ン
酸
二
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
乾

リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
、
リ
ン
酸
二
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
乾
燥
）
及
び
リ
ン
酸
二

燥
）
及
び
リ
ン
酸
二
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
結
晶
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
結
晶
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
有
効
成
分
と
し

か
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

て
含
有
す
る
製
剤

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
農
林
水
産
省
令
第
三
十
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



飼  料  添  加  物  名 名         称

（略）

ⅮⅬ－メチオニン

Ⅼ－メチオニン

（略）　　　　

（略）

メチオニン

メチオニン

（略）    

飼  料  添  加  物  名 名         称

（略）

ⅮⅬ－メチオニン

（新設）

（略）　　　　

（略）

メチオニン

（新設）

（略）    

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）
１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基 １ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基

準 準
(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）
(5) 飼料一般の表示の基準 (5) 飼料一般の表示の基準

ア （略) ア （略)
イ 飼料（飼料添加物を含むものに限る。）には、次に掲げる事項 イ 飼料（飼料添加物を含むものに限る。）には、次に掲げる事項

を表示しなければならない。 を表示しなければならない。
（注） （注）
１ 飼料添加物の名称の表示については、法第２条第３項の規 １ 飼料添加物の名称の表示については、法第２条第３項の規

定に基づき農林水産大臣が飼料添加物を指定する場合に、当 定に基づき農林水産大臣が飼料添加物を指定する場合に、当
該飼料添加物の名称として用いるものによるものとする。た 該飼料添加物の名称として用いるものによるものとする。た
だし、次の表の左欄に掲げる飼料添加物については、同表の だし、次の表の左欄に掲げる飼料添加物については、同表の
相当右欄に掲げる名称によることができる。 相当右欄に掲げる名称によることができる。

２・３ （略） ２・３ （略）
ウ （略） ウ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）
１～７ （略） １～７ （略）
８ 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準 ８ 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

(1)～(84) （略） (1)～(84) （略）
(85) Ⅼ－メチオニン （新設）

ア 製造用原体
(ア) 成分規格



含量 本品は、105℃で４時間乾燥した後、定量するとき、Ⅼ
－メチオニン（C5H11NO2S）98.5％以上を含む。

物理的・化学的性質
① 本品は、白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。
② 本品は、水にやや溶けやすく、エタノール又はエーテル

にほとんど溶けない。
③ 本品は、希塩酸又は１mol/L水酸化ナトリウム試液に溶

ける。
④ 本品の水溶液（１→100）のpHは、5.2～6.1である。

確認試験 ⅮⅬ－メチオニン製造用原体の確認試験を準用する
。

純度試験
① 比旋光度 本品を105℃で４時間乾燥し、その約１gを0.

01gの桁まで量り、その数値を記録し、６mol/L塩酸試液に
溶かし、50mLとし、必要ならばろ過し、この溶液の旋光度
を測定するとき、[α]D ＝＋21.1～＋25.1°でなければな

25

らない。
② 溶状 ⅮⅬ－メチオニン製造用原体の純度試験①を準用

する。
③ 塩化物 ⅮⅬ－メチオニン製造用原体の純度試験②を準

用する。
④ 硫酸塩 ⅮⅬ－メチオニン製造用原体の純度試験③を準

用する。
⑤ 鉛 本品0.5g（0.45～0.54g）を量り、鉛試験法（原子

吸光光度法第１法）により鉛の試験を行うとき、その量は
、20μg/g以下でなければならない。

⑥ ヒ素 ⅮⅬ－メチオニン製造用原体の純度試験⑤を準用
する。

乾燥減量 0.5％以下（１g，105℃，４時間）
強熱残分 0.5％以下（１g）
定量法 本品を105℃で４時間乾燥し、その約0.3gを0.001gの

桁まで量り、その数値を記録し、共栓フラスコに入れ、水10
0mL、リン酸一水素カリウム５g（4.5～5.4g）、リン酸二水
素カリウム２g（1.5～2.4g）及びヨウ化カリウム２g（1.5～
2.4g）を加え、振り混ぜて溶かす。これに0.05mol/Lヨウ素
溶液50mLを全量ピペットを用いて加え、密栓し、よく振り混



ぜ、30分間放置した後、過量のヨウ素を0.1mol/Lチオ硫酸ナ
トリウム溶液で滴定する（指示薬 デンプン試液１mL）。同
様の方法で空試験を行う。

0.05mol/Lヨウ素溶液1mL＝7.461mgC5H11NO2S
(イ) 保存の方法の基準

密閉容器に保存すること。
イ 製剤

(ア) 成分規格
Ⅼ－メチオニン製造用原体の成分規格を準用する。

(イ) 保存の方法の基準
Ⅼ－メチオニン製造用原体の保存の方法の基準を準用する。

(86)～(159) （略） (85)～(158) （略）
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則

こ
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省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
飼
料
の
公
定
規
格
（
昭
和
五
十
一
年
七
月
二
十
四
日
農
林
省
告
示
第
七
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改 正 後 改 正 前

第２章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等 第２章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等
の値の計算方法 の値の計算方法

１ （略） １ （略）
２ 配合飼料の非フィチン態りんの成分量 ２ 配合飼料の非フィチン態りんの成分量
（略） （略）

フィターゼの種類 算出方法 フィターゼの種類 算出方法

飼料及び飼料添加物の成分規格等に （略） 飼料及び飼料添加物の成分規格等に （略）

関する省令（昭和51年農林省令第35 関する省令（昭和51年農林省令第35

号）別表第２の８の（139） 号）別表第２の８の（138）

フィターゼ（その１） フィターゼ（その１）

同（139） （略） 同（138） （略）

フィターゼ（その２の（１）） フィターゼ（その２の（１））

同（139） （略） 同（138） （略）

フィターゼ（その２の（２）） フィターゼ（その２の（２））

同（139） （略） 同（138） （略）
フィターゼ（その２の（３）） フィターゼ（その２の（３））

３・４ （略） ３・４ （略）

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

DM

（％）

TDN

（％）

ME

（Kcal

/kg）

粗たん
白質

粗脂肪
可溶無
窒素物

粗繊維

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

大豆ホエー （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

鶏 － － － － － － － －

豚 － － － － － － － －

牛 98.1 72.0 － 84 60 82 87 －

原　料　名 畜　種

栄養価（原物中） 消化率

代謝率 備　　考

（略）

３．植物性油かす類
　（植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。）

とうもろこし
ジスチラーズ

グレインソリュブル
油かす

とうもろこしジスチ
ラーズグレインソリュ
ブルの溶媒抽出で得ら
れた搾油油かすである
こと。栄養価は、暫定
的に定めたものであ
る。

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

DM

（％）

TDN

（％）

ME

（Kcal

/kg）

粗たん
白質

粗脂肪
可溶無
窒素物

粗繊維

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

大豆ホエー （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備　　考原　料　名 畜　種

栄養価（原物中） 消化率

代謝率

（略）

３．植物性油かす類
　（植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。）

（新設） （新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）



（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

脂肪酸カルシウム （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パーム油由来の製品で
あって、オレイン酸を
60％以上含むものであ
ること。栄養価は、暫
定的に定めたものであ
る。

鶏 － － － － － － － －

豚 90.1 160.7 － － 95 － － －

牛 － － － － － － － －

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

中鎖脂肪酸カルシウム （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

鶏 － － － － － － － －

豚 98.2 124.9 － 22 94 82 － －

牛 － － － － － － － －

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ＤＬ－メチオニン （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

鶏 99.5 － 4,920 100 － － － 86.8

豚 99.5 57.5 － 100 － － － －

牛 － － － － － － － －

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

脂肪酸カルシウム

オリーブ油の精製工程
で発生する脂肪酸であ
ること。栄養価は、暫
定的に定めたものであ
る。

チョコレート

栄養価は、暫定的に定
めたものである。

Ｌ－メチオニン

飼料添加物であるこ
と。栄養価は、暫定的
に定めたものである。

５．その他

（略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

脂肪酸カルシウム （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パーム油由来の製品で
あって、オレイン酸を
60％以上含むものであ
ること。栄養価は、暫
定的に定めたものであ
る。

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

中鎖脂肪酸カルシウム （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ＤＬ－メチオニン （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）

（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）

（新設） （新設）（新設）（新設）（新設）

（新設） （新設）（新設）（新設）（新設）（新設）

（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）（新設）

（略）

５．その他

（新設） （新設）（新設）（新設）（新設）



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


